
JP 2011-123722 A 2011.6.23

(57)【要約】
【課題】単にホログラムなどの光学的な機能を持たせた
セキュリティスレッドではなく、磁気情報をも記録でき
るようにして、ホログラムなどが持っている光学的な情
報を磁気情報としてセキュリティスレッドに記録させ、
光学的な情報と磁気情報を読み取り、比較する事ができ
るようにすることで、より偽造することが困難なセキュ
リティスレッドを提供することを課題とする。
【解決手段】基材上の一方の面に、反射層またはホログ
ラムまたは回折格子を設け、他方の面に磁性材料を主成
分とする磁性層を設けてなることを特徴とするセキュリ
ティスレッド。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上の一方の面に、ホログラムまたは回折格子を設け、他方の面に磁性材料を主成分
とする磁性層を設けてなることを特徴とするセキュリティスレッド。
【請求項２】
　基材上の一方の面に、反射層を設け、他方の面に磁性材料を主成分とする磁性層を設け
てなり、かつ前記反射層の一部を除去してなることを特徴とするセキュリティスレッド。
【請求項３】
　前記磁性層には、前記ホログラムまたは前記回折格子または前記反射層と同期する情報
が記録されていることを特徴とする請求項１または２に記載のセキュリティスレッド。
【請求項４】
　前記磁性層が、前記ホログラムまたは前記回折格子または前記反射層と同期する状態で
パターン状に設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載のセキュリティス
レッド。
【請求項５】
　前記磁性層には、前記ホログラムまたは前記回折格子または前記反射層による反射光情
報と同一または任意のアルゴリズムで反射光情報に変換可能な情報が記録されてなること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセキュリティスレッド。
【請求項６】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のセキュリティスレッドを漉き込んだことを特徴
とするセキュリティ用紙。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載のセキュリティスレッドまたは請求項６に記載の
セキュリティ用紙の検証方法であって、前記ホログラムまたは前記回折格子または前記反
射層に光を照射して得られる反射光（回折光を含む）を受光して得た反射光情報と同一ま
たは任意のアルゴリズムで変換した信号と、前記磁性層に記録されている磁気情報を反映
した信号について、両者の位相差の一定性と周期の一致性を判定することで真偽判定を行
うことを特徴とする検証方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣、有価証券等に漉き込んで使用される偽造防止用のセキュリティスレッ
ド及びそれを用いたセキュリティ用紙並びにその検証法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、セキュリティスレッドは、紙幣や有価証券において、その用紙に漉き込んで
偽造防止用のセキュリティとして利用されている。例えば、セキュリティスレッドにホロ
グラムを用いれば、カラーコピーやスキャナによる画像取り込みでは再現が難しいことを
利用して、偽造防止技術として取り入れられている。これは、主に目視での真偽判定に利
用するものである。
【０００３】
　一方、ＡＴＭ等に設けられた読取機で検証を行うための方法としては、セキュリティス
レッドに磁性層を設ける方法がある。例えば、特許文献１には、セキュリティスレッドに
磁気バーコードを設ける方法が提案されている。また、特許文献２および３には、複数層
の磁性材料を用いたり複数のセキュリティスレッドを設けたりして、それらの磁気情報を
読取ることで真偽判定を行う方法が提案されている。
【０００４】
　しかし、前記した技術では、例えばコピー防止のホログラムでも、性能が向上した近年
のデジタルカラーコピー機であれば、ホログラム特有の奥行きのある画像の再現は困難で
あるが、金属光沢がよく再現される上に、一見しただけでは本物と見間違えるぐらいの精
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巧なコピーが得られることがある。また、昨今の技術の向上により、本物とほとんど同じ
ような外観のホログラムを得ることもできなくはないため、コピーによらずとも偽造は可
能であり、単にホログラム付きのセキュリティスレッドとするだけでは、有効な偽造防止
策とはいい難くなってきている。
【０００５】
　また、機械読取り用にセキュリティスレッドに磁気情報を設ける方法では、バーコード
を設ける程度であればよいが、複数層の磁性材料を用いたり複数本のセキュリティスレッ
ドを設けたりするのは構成が非常に複雑でコストアップ要因である。また、磁性材料は容
易に入手できるものもあり、本当に特殊な磁気特性を有するものでない限り、似て非なる
ものを作成することは不可能ではない。その上に、表面に単にホログラム等の画像を設け
たとしても、これを単に目視検証用に用いるのみでは、本質的には従来のホログラムを用
いた目視判定によるセキュリティスレッドと大きな差はないと言える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２４５５６９号公報
【特許文献２】特開２００２－２６６２９０号公報
【特許文献３】特開２００５－２３２６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記問題を解決するため、本発明は、ホログラムなどの光学的な機能を持たせたセキュ
リティスレッドに磁気情報も記録できる機能を付加することにより、ホログラムなどが持
っている光学的な情報を磁気情報としてセキュリティスレッドに記録し、光学的な情報と
磁気情報を比較して真偽判定することで、偽造することがより困難なセキュリティスレッ
ドを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、基材上の一方の面に、ホログラ
ムまたは回折格子を設け、他方の面に磁性材料を主成分とする磁性層を設けてなることを
特徴とするセキュリティスレッドである。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明は、基材上の一方の面に、反射層を設け、他方の面に磁性
材料を主成分とする磁性層を設けてなり、かつ前記反射層の一部を除去してなることを特
徴とするセキュリティスレッドである。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、前記磁性層には、前記ホログラムまたは回折格子また
は前記反射層と同期する情報が記録されていることを特徴とする請求項１または２に記載
のセキュリティスレッドである。
【００１１】
　また、請求項４に記載の発明は、前記磁性層が、前記ホログラムまたは前記回折格子ま
たは前記反射層と同期する状態でパターン状に設けられていることを特徴とする請求項１
または２に記載のセキュリティスレッドである。
【００１２】
　また、請求項５に記載の発明は、前記磁性層には、前記ホログラムまたは前記回折格子
または前記反射層による反射光情報と同一または任意のアルゴリズムで反射光情報に変換
可能な情報が記録されてなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセ
キュリティスレッドである。
【００１３】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のセキュリティ
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スレッドを漉き込んだことを特徴とするセキュリティ用紙である。
【００１４】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載のセキュリティ
スレッドまたは請求項６に記載のセキュリティ用紙の検証方法であって、前記ホログラム
または前記回折格子または前記反射層に光を照射して得られる反射光（回折光を含む）を
受光して得た反射光情報と同一または任意のアルゴリズムで変換した信号と、前記磁性層
に記録されている磁気情報を反映した信号について、両者の位相差の一定性と周期の一致
性を判定することで真偽判定を行うことを特徴とする検証方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、表面にホログラムまたは回折格子または反射層と、ホログラムまたは
回折格子または反射層を除去した部分を設けたため、その反射光または回折光の有無によ
り反射光情報を再生することが可能であり、また、反射光情報を元にして任意のアルゴリ
ズムで変換される情報を裏面の磁性層に磁気情報として記録し、これを読み取って比較す
ることで真偽判定が可能であるため、より高いセキュリティ性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】セキュリティスレッドの構成の一例を示す断面図。
【図２】セキュリティスレッドの構成の一例を示す断面図。
【図３】セキュリティスレッドの構成の一例を示す断面図。
【図４】セキュリティスレッドの構成の一例を示す断面図。
【図５】セキュリティ用紙の一例を示す断面図。
【図６】セキュリティ用紙の一例を示す断面図。
【図７】反射層を用いた場合の反射光情報と磁気情報の読取方法を示す概念図。
【図８】ホログラムまたは回折格子を用いた場合の反射光情報と磁気情報の読取方法を示
す概念図。
【図９】検証方式の一例を示す説明図。
【図１０】セキュリティスレッドの表裏の様子の一例を示す説明図。
【図１１】セキュリティスレッドの表裏の様子の一例を示す説明図（磁気情報が記録され
ている場合）。
【図１２】磁気情報と反射層からの反射光情報の測定結果一例（磁気情報が記録されてい
る場合）。
【図１３】磁気情報と反射層からの反射光情報の測定結果一例（磁気情報が記録されてい
ない場合）。
【図１４】磁気情報とホログラムまたは回折格子からの反射光情報の一例（磁気情報が記
録されている場合）。
【図１５】磁気情報とホログラムまたは回折格子からの反射光情報の一例（磁気情報が記
録されている場合）。
【図１６】磁気情報とホログラムまたは回折格子からの反射光情報の一例（磁気情報が記
録されていない場合）。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して発明を詳細に説明する。
　図１は、本発明によってなるセキュリティスレッド１の構成の一例を示す断面図である
。セキュリティスレッド１は、基材２の一方の面に磁性層３、他方の面に反射層４が設け
られている。反射層４は部分的に設けられているので、反射部５と非反射部６が同一面に
存在する。
【００１８】
  基材２は、反射層４及び磁性層３の支持体となるもので、従来公知のプラスチック素材
や紙材料の類のものが利用可能であるが、一般的には入手性、コスト、強度といった面を
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考慮して、３～５０μｍ厚程度のポリエチレンテレフタレート（以下、ＰＥＴと略す）フ
ィルムを用いるのが好適であるが、これに限るものではない。反射層４に悪影響を与えな
いため、基材２の表面は平滑であることが好ましいが、平滑性が低い場合は、適宜、平滑
層を併用しても良い。また、基材２と磁性層３及び反射層４との密着性を良好にするため
、従来公知のアンカー層を設けたり、基材２の表面をコロナ処理しても良い。
【００１９】
  磁性層３は、従来公知の磁性粉とバインダー樹脂を主成分として形成される。磁性粉と
しては、例えば、鉄、γ―酸化鉄、マグネタイト、Ｃｏ被着－γ酸化鉄、バリウムフェラ
イト、ストロンチウムフェライト、アルニコ等の硬磁性体が使用可能である。
【００２０】
  反射層４は通常は表面に設けられるものである。反射層４を設ける方法としては、アル
ミニウム等の金属薄膜を形成する方法が一般的であるが、これに限るものではない。反射
層４の上に、耐久性を付与するための保護層や金属薄膜と樹脂間の密着性を向上させるた
めのアンカー層を設けることはもちろん差し支えない。
【００２１】
  かかる反射層４は連続ではなく部分的に設けられる。したがって、図１に示すように、
反射層４が無い部分は、下地となる基材２または磁性層３の色相が観察される。また、そ
の部分は反射層４の反射が殆ど無いので、適切な光源による照射光による十分な強度の反
射光が得られないことを利用し、反射の有無で情報を記録することができる。反射層４を
部分的に設ける方法としては、例えば部分的に蒸着を施す方法、マスク印刷を施してエッ
チングをする方法、レーザー等の光線で破壊する方法、サーマルヘッド等で熱破壊する方
法、光沢のあるインキを部分的に設ける方法等があり、必要に応じて選択可能である。
【００２２】
  図２も、上記セキュリティスレッドの構成の一例を示す断面図である。基材２の一方の
面に磁性層３、もう一方の面に反射層４が設けられているが、その反射層４は、蒸着アン
カー層１１、金属蒸着層１２、マスク層１３から構成されている例を示している。蒸着ア
ンカー層１１は、金属蒸着層１２と基材２の密着性が十分であれば不要である。金属蒸着
層１２は一旦全面に設けられ、その上に所望の形状のマスク層１３を設ける。マスク層と
は、エッチングマスクのことを指しており、その下地にある金属蒸着層をエッチングして
除去する際のエッチングマスクとして機能する層である。マスク層１３を設ける方法とし
ては、例えば通常の印刷法が利用可能で、一例としてはグラビア印刷法、スクリーン印刷
法、オフセット印刷法、フレキソ印刷法等々の方法が必要に応じて選択される。マスク層
１３を設けた後に、エッチング液に浸漬し、金属蒸着層１２の露出部分を溶解すると、マ
スク層１３の形状に沿った形で金属蒸着層１２を残すことができる。
【００２３】
　図３も、本発明によってなるセキュリティスレッド１の構成の一例を示す断面図である
。セキュリティスレッド１は、基材２の一方の面にホログラムまたは回折格子４’、他方
の面に磁性層３が設けられている。ホログラムまたは回折格子４’は部分的に設けられて
いるので、反射部５と非反射部６に相当する、ホログラムまたは回折格子がある部分とそ
れが無い部分が同一面に存在する。また、回折格子は、微小な回折格子の集合体でも良く
、それら微小な回折格子の向きを設定することにより、画像や文字を現したり、設定した
い情報を反映したものにすることができる。図３は、ホログラムまたは回折格子４’が、
部分的に設けられている例を示しているが、全面または広い範囲に形成されていても良い
。その理由は、ホログラムでは、画像情報を反映した回折格子であるため、像情報を反映
した情報を含んでいるためである。回折格子の場合、回折方向が異なる微細な回折格子を
組み合わせて、画像、文字、模様、などの情報を含ませている場合は、ホログラムの場合
と同様となる。
【００２４】
　基材２は、ホログラムまたは回折格子４’及び磁性層３の支持体となるもので、従来公
知のプラスチック素材や紙材料の類のものが利用可能であるが、一般的には入手性、コス
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ト、強度といった面を考慮して、３～５０μｍ厚程度のポリエチレンテレフタレート（以
下、ＰＥＴと略す）フィルムが用いるのが好適であるが、これに限るものではない。基材
２は表面が平滑であることが好ましいが、平滑化のための平滑層を設ける等すれば、その
平滑性はある程度低くてもかまわない。
【００２５】
　ホログラムまたは回折格子４’を設ける方法としては、予めスタンパーに形成したホロ
グラムまたは回折格子の形状を、熱圧を介して樹脂上に複製（転写）し、アルミニウム等
の金属薄膜を形成する方法が一般的であるが、これに限るものではない。ホログラムまた
は回折格子４’の上に、耐久性を付与するための保護層や金属薄膜と樹脂間の密着性を向
上させるためのアンカー層を設けることはもちろん差し支えない。また、読取に使用する
ホログラムまたは回折格子４’以外にも、読取を邪魔しない範囲で他のホログラム画像や
別の回折格子を設けても差し支えない。例えば、空間周波数や回折方向が異なるものは読
取に影響を与えない場合が多いため、同じ面に設けることができる。
【００２６】
　ホログラムまたは回折格子４’の回折は、入射角α（法線と入射光がなす角）、回折角
β（法線と回折光がなす角）、入射光の波長λ、回折格子の間隔ｄが式１の関係で示され
る。ここで、入射角を法線方向にとれば、α＝０なので、sinα＝０なので、例えば、６
３５ｎｍのレーザー光で１μｍ間隔の回折格子に法線方向から入射すると、およそθ＝±
４０度に回折光が現れるので、この角度で受光すればよい。
　（式１）ｄ＝ｍλ／（sinα－sinβ）　（ｍ＝±１，±２，±３・・・）
【００２７】
　磁性層３は、従来公知の磁性粉とバインダー樹脂を主成分として形成される。磁性粉と
しては、例えば、鉄、γ―酸化鉄、マグネタイト、Ｃｏ被着－γ酸化鉄、バリウムフェラ
イト、ストロンチウムフェライト、アルニコ等の硬磁性体のほか、ニッケル、パーマロイ
、センダスト、カルボニル鉄のような軟磁性体も使用可能であり、また、材料はこれに限
るものではない。硬磁性体の場合は、それ自身に磁気記録を施すことができ、軟磁性体の
場合は、パターン状に設けて磁気バイアスをかけて読取を行うことができる。
【００２８】
　図４も、セキュリティセキュリティスレッド１の構成の一例を示す断面図である。前述
の軟磁性体を用いた場合や、硬磁性体でも同じように可能であるが、磁性層３をパターン
状に設けた場合の例を示している。
【００２９】
  図５は、上記のセキュリティスレッド１を紙に漉き込んだ状態のセキュリティ用紙２１
の一例を示す断面図である。セキュリティスレッド１が漉き込み紙２２で挟まれており、
反射層４が形成された側の紙の一部に窓開き部２３が設けられている状態を示している。
【００３０】
　図６も、上記のセキュリティスレッド１を紙に漉き込んだ状態のセキュリティ用紙２１
の一例を示す断面図である。セキュリティスレッド１が漉き込み紙２２で挟まれており、
ホログラムまたは回折格子４’が形成された側の紙の一部に窓開き部２３が設けられてい
る。
【００３１】
　図７は、磁気層３への磁気情報の記録方法の概念を示す説明図である。反射部５への入
射光３１に対しては、反射光３２が得られる。それに対し、非反射部６への入射光３３に
対しては、非反射部６の反射光３４は検出するのに必要な十分な強度得られない。したが
って、反射部５への入射光３１を図７の左から右に向かって走査すると、反射光あり→な
し→あり→なし→ありの情報が得られる。このタイミングで、裏面の磁性層３への磁気記
録を磁気ヘッド３５を使用して反射あり部を右向きに磁気記録し、反射なし部を左向きに
磁気記録すれば、表面の反射光情報と同じ情報を磁気記録することができる。さらには、
このような直接の記録ではなく、いくつかの反射光情報をひとまとめにして符号化し、こ
の符号を磁気層３に記録することも可能である。さらには、符号化された反射光情報をさ
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らに任意のアルゴリズムで変換して得られた情報を磁気層３に記録することも可能である
。
【００３２】
　図８は、ホログラムまたは回折格子からの反射光情報と磁気情報の読取方法の概念を示
す説明図である。ホログラムまたは回折格子４’の情報を読取るためには、照射部４０と
受光部４１を設置し、ホログラムまたは回折格子からの反射光（回折光）が受光できるよ
うにする。また、裏面には、磁気情報を読取るための磁気読取部４２を設置する。磁気読
取部４２としては磁気ヘッド３５や磁気センサが使用できるが、紙に漉き込んだ場合には
磁気読取部４２とセキュリティスレッド１の距離が比較的長くなるので、より感度の高い
磁気センサを用いるのが好ましい。ただし、硬磁性体で磁気記録を行う場合には、磁気セ
ンサ内にある永久磁石で記録が消えない程度の保磁力を有する磁性体を使用する必要があ
る。受光部４１、磁気読取部４２とも、その出力信号は検証部に送られて検証される。
【００３３】
  図９は、検証方式の一例を示す説明図である。反射層４から得られた反射光情報と磁性
層３から得られた磁気情報を一定のアルゴリズムで比較し、一致するかどうかにより真ま
たは偽と判定する。具体的には、反射光情報を反映した信号と磁性層に記録された磁気情
報を反映した信号を比較し、両者の位相差がどの程度一定であるかどうか、また両者の周
期がどの程度一致しているかどうか、を判定する。磁気情報は元々、反射光情報を磁性層
に記録した情報であるが、反射光情報を読み取り、その信号を反映した磁気ヘッドの駆動
電流に変換し、磁性層に記録するまでに時間的な遅れが生じるため、元々の信号は、位相
が揃っていても、磁性層に記録されるまでには、どうしても位相差が出てくる。しかし、
磁気情報が反射光情報を記録した情報である限り、その位相差は一定であり、周期は一致
していなければならない。逆に、磁気情報が反射光情報を反映していない情報である場合
は、位相差が一定でなく、周期が一致しないため、偽であると判定できる。
【００３４】
　また読取で得られた情報を即時に同時に判定しても、一旦演算を介して比較した後に判
定しても差し支えない。アナログ情報のままでも、デジタル情報へ変換してからの判定で
も、差し支えない。また、図６の窓開き部２３がホログラムまたは回折格子４’に部分的
にかかってしまった場合には、その部分のホログラムまたは回折格子の情報が正確に読取
れないが、これも読取アルゴリズムで部分的に一致すれば真と判定するような判定基準を
設定することも可能である。
【実施例１】
【００３５】
　基材として、２５μｍ厚のＰＥＴフィルム、ルミラー２５Ｔ６０（東レ（株）製）を使
用した。この表面に、下記蒸着アンカー層インキ組成からなるインキをワイヤーバーにて
１μｍ厚で塗工したあと、アルミニウムを蒸着法にて４０ｎｍの厚みで蒸着した。さらに
、５ｍｍ間隔でマスク用インキ組成からなるインキを２μｍの厚みで設けマスク層とした
。これを２Ｎ水酸化ナトリウム水溶液で１０分ほどエッチングし、反射層が得られた。
（蒸着アンカー層インキ組成）
　・塩酢ビ樹脂　ソルバインＡ（日信化学工業（株）製）　　　　　　２０重量部
　・イソシアネート硬化剤　　デュラネート２４Ａ１００（旭化成（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５重量部
　・メチルエチルケトン／トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　７５重量部
（マスク用インキ組成）
　・塩酢ビ樹脂　ソルバインＡ（日信化学工業（株）製）　　　　　　３０重量部
　・シクロヘキサノン／イソホロン　　　　　　　　　　　　　　　　７０重量部
【００３６】
  次に、裏面に下記磁性層インキ組成からなるインキをワイヤーバーにて１５μｍ厚で印
刷し、３００ｍＴの配向磁場にて磁気配向を行った。これを６０℃にて７２時間エージン
グを行って、磁性層３を得た。今回使用した磁性粉の保磁力は約２２０ｋＡ／ｍであった
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。また、磁化容易軸方向の角形比は０．８５であった。
(磁性層インキ組成)
　・バリウムフェライト磁性粉　ＭＣ－１２７(戸田工業（株）製)　　２５重量部
　・塩酢ビ樹脂　ソルバインＡ（日信化学工業（株）製）　　　　　　１０重量部
　・メチルエチルケトン／トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　６５重量部
　・イソシアネート硬化剤デュラネート２４Ａ１００（旭化成（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５重量部
【００３７】
  このようにして得た原反から磁化容易軸方向を長手方向にとり、５ｍｍ幅にスリットし
てセキュリティスレッドを切り出した。このセキュリティスレッドの表裏の様子を図１０
に示す。反射層は５ｍｍ間隔で設けられている。まず、磁性層全体を、図７で示す左矢印
の方向に磁気記録を行った。次に、反射層に６３５ｎｍの半導体レーザーを照射し、その
正反射をフォトディテクタで受け、その出力をスイッチとして磁気ヘッドに記録電流を流
し、裏面の磁性層にフォトディテクタに光が入射した時のみ、図７の右矢印方向に磁気記
録を行い、図７と同様の磁気記録が施されたセキュリティスレッドを得た。
【００３８】
  このセキュリティスレッドを用い、窓開き部の大きさが幅１０ｍｍ、高さ３０ｍｍにな
るようにして手漉きで抄紙し、十分に脱水・乾燥させてセキュリティ用紙を得た。最終的
なセキュリティ用紙の大きさは、１５ｃｍ×５ｃｍとした。なお、表裏の情報の読取易さ
のため、セキュリティスレッドはセキュリティ用紙の長手方向にとった。
【００３９】
  反射層の読取は、６３５ｎｍの半導体レーザーを照射し、その正反射方向にフォトディ
テクタをおいて、その出力にオシロスコープを接続した。磁性層の読取は、セキュリティ
用紙の裏面方向に磁気抵抗センサＭＲ－Ｆ－２１（ニッコーシ（株）製）を置き、ＯＰア
ンプで１０００倍に増幅した出力を同じくオシロスコープに接続した。
【００４０】
  それぞれの出力波形を図１２に示す。この出力から、間隔が等しく、タイミングの合っ
た二つの波形が得られた。この波形を取り込んで真偽判定することは可能であると考えら
れる。
【００４１】
(比較例１)
　磁性層に磁気記録を行わなかった以外は、実施例と同様に作成し、オシロスコープで測
定した結果を図１３に示す。この場合は、磁性層の磁力線の変化がないため、出力が得ら
れない。出力がないため、明らかに偽と判断できる。
【実施例２】
【００４２】
　基材として、２５μｍ厚のＰＥＴフィルム、ルミラー２５Ｔ６０（東レ（株）製）を使
用した。この表面に、下記回折格子層インキ組成からなるインキをワイヤーバーにて２μ
ｍ厚で塗工したあと、アルミニウムを蒸着法にて４０ｎｍの厚みで蒸着した。さらに、５
ｍｍ間隔で設けた格子間隔１μｍの回折格子のパターンを形成したスタンパーを用いて、
アルミニウムの蒸着層上に回折格子のパターンを形成した。これを６０℃にて７２時間エ
ージングを行い、回折格子層インキを硬化した。さらにこの上に、回折格子層インキ組成
と同一組成のインキを１μｍの厚みで設け、６０℃にて７２時間エージングを行い、保護
層とした。　
　以上で、回折格子が得られた。
（回折格子層インキ組成）
　・アクリルポリオール樹脂　ＭＣＡ４０３９（ＤＩＣ（株）製）　　３０重量部
　・イソシアネート硬化剤　　デュラネート２４Ａ１００（旭化成（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０重量部
　・メチルエチルケトン／トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　６０重量部
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【００４３】
　次に、裏面に下記磁性層インキ組成からなるインキをスクリーン印刷法にて３μｍ厚で
５ｍｍ間隔にてパターン印刷し、６０℃にて７２時間エージングを行って、磁性層を得た
。今回使用した磁性粉の保磁力は約１０ｋＡ／ｍであった。
（磁性層インキ組成）
　・マグネタイト磁性粉ＭＧ－７０００(三井金属鉱業（株）製)　　　１５重量部
　・ウレタン系スクリーンインキメジウムＳＳ１６
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東洋インキ製造（株）製）　　７０重量部
　・イソシアネート硬化剤デュラネート２４Ａ１００（旭化成（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５重量部
【００４４】
　このようにして得た原反から５ｍｍ幅にスリットしてセキュリティスレッドを切り出し
た。このセキュリティスレッドの表裏の様子を図１１に示す。表面の回折格子は回折光が
幅方向に得られるようになっている。回折格子、磁性層とも５ｍｍ間隔で設けられている
。このセキュリティスレッドを用い、窓開き部の大きさが幅１０ｍｍ、高さ３０ｍｍにな
るようにして手漉きで抄紙し、十分に脱水・乾燥させてセキュリティ用紙を得た。最終的
なセキュリティ用紙の大きさは、１５ｃｍ×５ｃｍとした。なお、表裏の情報の読取易さ
のため、セキュリティスレッド１はセキュリティ用紙の長手方向にとった。
【００４５】
　回折格子の読取は、６３５ｎｍの半導体レーザーを法線方向から照射し、法線から４０
度の方向にフォトディテクタをおいて、その出力にオシロスコープを接続した。磁性層の
読取は、セキュリティ用紙の裏面方向に磁気抵抗センサＭＲ－Ｆ－２１（ニッコーシ（株
）製）を置き、ＯＰアンプで千倍に増幅した出力を同じくオシロスコープに接続した。
【００４６】
　それぞれの出力波形を図１４に示す。これらの出力波形から、２つの信号の位相はずれ
ているが、周期は一致していると判断できるので、この波形を取り込んで真偽判定するこ
とは可能であると考えられる。
【００４７】
（比較例２）
　磁性層の間隔を３ｍｍ間隔にした以外は実施例と同様に作成し、オシロスコープで測定
した結果を図１５に示す。この場合は、２つの信号の位相も周期も不一致であるため、偽
と判断できる。
（比較例３）
　磁性層を設けなかった以外は、実施例２と同様に作製し、オシロスコープで測定した結
果を図１６に示す。この場合は、磁性層の出力がないため、明らかに偽と判断できる
【符号の説明】
【００４８】
　１…セキュリティスレッド
　２…基材
　３…磁性層
　４…反射層
　４’…ホログラムまたは回折格子
　５…反射部
　６…非反射部
　７…セキュリティスレッドの表面
　８…セキュリティスレッドの裏面
　９…回折方向
１１…蒸着アンカー層
１２…金属蒸着層
１３…マスク層
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２１…セキュリティ用紙
２２…漉き込み紙
２３…窓開き部
３１…反射部への入射光
３２…反射部からの反射光
３３…非反射部への入射光
３４…非反射部からの反射光（存在しない）
３５…磁気ヘッド
３６…磁気情報
３７…反射層からの反射光情報の波形
３８…磁気情報の波形
３９…ホログラムまたは回折格子からの反射光情報の波形
４０…照射部
４１…受光部
４２…磁気読取部
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